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目

次

告

示

○
危
険
物
取
扱
者
試
験
の
実
施
事
務
を
行
う
者
の
名
称
の
変
更

(

防
災
消
防
課)

…

�

○
消
防
設
備
士
試
験
の
実
施
事
務
を
行
う
者
の
名
称
の
変
更

(

同

)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

高
齢
福
祉

保

険

課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

同

)

…

�

○
水
域
施
設
等
の
建
設
の
変
更
の
届
出

(

港
湾
空
港
課)

…

�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(
県
民
生
活

文

化

課)

…

�

○
地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

(

農
村
整
備
課)

…

�

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

同

)
…

�

○
右

同

(

同

)
…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

(

下
北
地
域

県

民

局)

…

�

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

職

員

課)

…

�

○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

…

�

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

(

病

院

局

医
療
情
報
部)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
十
九
号

消
防
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号)

第
十
三
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
危
険

物
取
扱
者
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

か
ら
次
の
と
お
り
名
称
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

名
称

変
更
前

財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

変
更
後

一
般
財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

二

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
号

消
防
法

(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号)

第
十
七
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
三
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
消
防
設
備
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る

こ
と
と
し
た
財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
次
の
と
お
り
名
称
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
十
七
条
の
九
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
三
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。
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平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

名
称

変
更
前

財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

変
更
後

一
般
財
団
法
人
消
防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

二

変
更
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
で
届
出
の
あ
っ
た
水
域
施
設
等
の
建
設
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
五

年
四
月
二
十
二
日
付
け
で
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

届
出
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
の
三

東
京
電
力
株
式
会
社

代
表
執
行
役
社
長

廣
瀬
直
己

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

合
同
会
社
ユ

ー
ト
ピ
ア

黒
石
市
緑
町
二
丁

目
九
四

福
祉
用
具

貸
与

あ
い
の
て

黒
石
市
袋
井
三
丁

目
五
三
の
一
二

平
成

��
･

�･

�

合
同
会
社
ユ

ー
ト
ピ
ア

黒
石
市
緑
町
二
丁

目
九
四

特
定
福
祉

用
具
販
売

あ
い
の
て

黒
石
市
袋
井
三
丁

目
五
三
の
一
二

〃

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

合
同
会
社
ユ

ー
ト
ピ
ア

黒
石
市
緑
町
二
丁

目
九
四

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

あ
い
の
て

黒
石
市
袋
井
三
丁

目
五
三
の
一
二

平
成

��

･

�･

�

合
同
会
社
ユ

ー
ト
ピ
ア

黒
石
市
緑
町
二
丁

目
九
四

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

あ
い
の
て

黒
石
市
袋
井
三
丁

目
五
三
の
一
二

〃

区

分

変

更

前

変

更

後

施
設
の
種

類
、
規
模

及
び
構
造

埋
立
工
作

物

種
類敷
地
護
岸

(

Ⅰ)

規
模延
長
一
〇
・
八
二
メ
ー
ト
ル

天
端
高
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
四
・

○
○
メ
ー
ト
ル

構
造控
え
杭
式
鋼
矢
板

種
類敷
地
護
岸

(

Ⅰ)

規
模延
長
一
〇
・
八
二
メ
ー
ト
ル

天
端
高
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
四
・

○
○
メ
ー
ト
ル

構
造控
え
版
式
鋼
矢
板



( )

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
四
月
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
き
が
い
十
和
田

三

代
表
者
の
氏
名

山
端

政
博

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

十
和
田
市
稲
生
町
一
三
の
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
や
子
供
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
住
民
に
対
し
て
、
介
護
予
防
・
介
護
・

生
活
支
援
及
び
保
育
等
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
高
齢
者
や
要
介
護
者
の
自
立
と
生
き
が
い
の
あ
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(

本
体
工)

鋼
矢
板

(

控
工)

鋼
管
杭

(

上
部
工)

コ
ン
ク
リ
ー
ト

(

本
体
工)

鋼
矢
板

(

控
工)

Ｐ
Ｃ
版

(

上
部
工)

コ
ン
ク
リ
ー
ト

種
類敷
地
護
岸

(

Ⅱ)

規
模延
長
四
六
・
○
○
メ
ー
ト
ル

天
端
高
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
四
・

○
○
メ
ー
ト
ル

構
造控
え
杭
式
鋼
矢
板

(

本
体
工)

鋼
矢
板

(

控
工)

鋼
管
杭

(
上
部
工)

コ
ン
ク
リ
ー
ト

種
類敷
地
護
岸

(

Ⅱ)

規
模延
長
四
六
・
○
○
メ
ー
ト
ル

天
端
高
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
四
・

○
○
メ
ー
ト
ル

構
造控
え
版
式
鋼
矢
板

(

本
体
工)

鋼
矢
板

(

控
工)

Ｐ
Ｃ
版

(

上
部
工)

コ
ン
ク
リ
ー
ト

種
類敷
地
護
岸

(
Ⅲ)

規
模延
長
五
一
・
○
○
メ
ー
ト
ル

天
端
高
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
四
・

○
○
メ
ー
ト
ル

構
造控
え
杭
式
鋼
矢
板

(

本
体
工)

鋼
矢
板

(

控
工)

鋼
管
杭

(

上
部
工)

コ
ン
ク
リ
ー
ト

種
類敷
地
護
岸

(

Ⅲ)

規
模延
長
五
一
・
○
○
メ
ー
ト
ル

天
端
高
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
四
・

○
○
メ
ー
ト
ル

構
造控
え
版
式
鋼
矢
板

(

本
体
工)

鋼
矢
板

(

控
工)

Ｐ
Ｃ
版

(
上
部
工)

コ
ン
ク
リ
ー
ト

種
類敷
地
護
岸

(

Ⅳ)

規
模延
長
五
七
・
二
八
メ
ー
ト
ル

天
端
高
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
四
・

○
○
メ
ー
ト
ル

構
造控
え
杭
式
鋼
矢
板

(

本
体
工)

鋼
矢
板

(

控
工)

鋼
管
杭

(

上
部
工)

コ
ン
ク
リ
ー
ト

種
類敷
地
護
岸

(

Ⅳ)

―
一

規
模延
長
二
九
・
五
○
メ
ー
ト
ル

天
端
高
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
四
・

○
○
メ
ー
ト
ル

構
造控
え
版
式
鋼
矢
板

(

本
体
工)

鋼
矢
板

(

控
工)

Ｐ
Ｃ
版

(

上
部
工)

コ
ン
ク
リ
ー
ト

種
類敷
地
護
岸

(

Ⅳ)

―
二

規
模延
長
二
七
・
七
八
メ
ー
ト
ル

天
端
高
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
四
・

○
○
メ
ー
ト
ル

構
造控
え
杭
式
鋼
矢
板

(

本
体
工)

鋼
矢
板

(

控
工)

Ｈ
型
鋼
杭

(

上
部
工)

コ
ン
ク
リ
ー
ト

種
類敷
地
護
岸

(

Ⅴ)

規
模延
長
五
四
・
二
五
メ
ー
ト
ル

天
端
高
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
四
・

○
○
メ
ー
ト
ル

構
造控
え
杭
式
鋼
矢
板

(

本
体
工)

鋼
矢
板

(

控
工)

鋼
管
杭

(

上
部
工)

コ
ン
ク
リ
ー
ト

種
類敷
地
護
岸

(

Ⅴ)

規
模延
長
五
四
・
二
五
メ
ー
ト
ル

天
端
高
Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
四
・

○
○
メ
ー
ト
ル

構
造控
え
版
式
鋼
矢
板

(

本
体
工)

鋼
矢
板

(

控
工)

Ｐ
Ｃ
版

(

上
部
工)

コ
ン
ク
リ
ー
ト



( )

る
長
寿
社
会
を
支
援
し
、
も
っ
て
高
齢
者
や
要
介
護
者
の
保
健
福
祉
の
向
上
及
び
子
供
の
健
全
育

成
に
寄
与
す
る
と
共
に
、
情
報
化
時
代
に
伴
い
、
社
会
教
育
や
ま
ち
づ
く
り
の
実
践
に
努
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

青
森
市
及
び
南
部
町
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
黒

崎
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

農
地
整
備
事
業

(

経
営
体
育
成
型)

)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

深
浦
町
役
場

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
白

山
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

農
地
整
備
事
業

(

経
営
体
育
成
型)

)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

五
所
川
原
市
役
所

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
阿

部
堰
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

農
地
整
備
事
業

(

経
営
体
育
成
型)

)

計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
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市
町
村
名

大

字

名

小

字

名

青

森

市

細
越

内
長
沢
の
一
部

南

部

町

福
田

あ
か
ね
、
荒
田
沢
、
間
ノ
原
、
家
ノ
下
、
板

橋
、
奥
ノ
城
、
ヲ
ヤ
ヘ
タ
の
一
部
、
頭
無
、

�
谷
地
、
久
保
田
の
一
部
、
源
次
郎
平
、
小

沢
田
、
小
谷
地
の
一
部
、
小
池
の
一
部
、
三

学
森
、
下
小
路
、
下
井
田
、
下
河
原
、
下
明

戸
、
下
平
、
下
舘
、
外
ノ
沢
、
外
久
保
、
宗

前
長
根
、
竹
花
、
高
畑
の
一
部
、
舘
、
舘
先
、

竹
内
沢
、
土
嶺
、
天
庁
長
根
、
十
手
河
原
、

中
渡
、
西
久
根
の
一
部
、
野
田
の
一
部
、
橋

場
の
一
部
、
昼
場
、
干
草
久
保
、
東
平
の
一

部
、
古
舘
の
一
部
、
堀
向
、
万
太
郎
長
根
、

前
ノ
沢
、
松
ノ
木
、
町
頭
、
町
中
、
矢
崎
舘
、

薬
師
平
、
山
道
、
横
長
根
、
先
川
原
先



( )

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

五
所
川
原
市
役
所

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
勘

兵
衛
放
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業(

農
地
整
備
事
業(

経
営
体
育
成
型)

)

計
画
を
定
め
た
の
で
、

同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
六
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

五
所
川
原
市
役
所

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
川

内
町
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

下
北
地
域
県
民
局
長

武

田

志

郎

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
四

(

通
勤
手
当)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
の
三
第
二
項
中

｢

事
由
が
同
号｣

を

｢

事
由

(

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該

当
す
る
事
由
に
限
る
。)

が
前
項
第
一
号｣

に
、

｢

前
項
の｣

を

｢

同
項
の｣

に
改
め
、
同
項
第
二

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

地
方
公
務
員
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
、
外
国
の
地

方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児

休
業
を
し
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規

定
す
る
職
員
派
遣
を
さ
れ
、
教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修

学
休
業
を
し
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
六
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
し
、

研
修
等
の
た
め
に
旅
行
を
し
、
又
は
休
暇
に
よ
り
通
勤
し
な
い
こ
と
と
な
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃

徳
田

務

酒
井

覚
一

徳
田
兼
太
郎

赤
松

功

む
つ
市
川
内
町
銀
杏
木
三
八

〃

〃

七
〇

〃

川
内
町
前
田
六
六
の
四

〃

川
内
町
桧
川
稲
沢
一
六
の
一

平
成

��･

�･

��就
任

〃��･

�･

��退
任

��･

�･

��退
任



( )

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

寺

尾

進

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八

(

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
中

｢
障
害
者
自
立
支
援
法｣

を

｢

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律｣
に
、

｢

第
七
十
七
条
第
一
項｣

を

｢

第
七
十
七
条｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

統
合
画
像
診
断
管
理
シ
ス
テ
ム
機
器
等
の
賃
貸
借
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
中
央
病
院
医
療
情
報
部

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

日
本
Ｇ
Ｅ
株
式
会
社

東
京
都
港
区
赤
坂
五
丁
目
二
の
二
〇

六

契
約
金
額

三
千
百
九
十
九
万
五
千
百
八
十
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
見
積
り
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

総
合
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
電
子
計
算
機
等
の
賃
貸
借
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
中
央
病
院
医
療
情
報
部

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
青
森
営
業
所
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青
森
市
長
島
二
丁
目
一
〇
の
三

六

契
約
金
額

三
千
四
百
十
二
万
千
五
十
二
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
見
積
り
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の

で
あ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

電
算
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
業
務
委
託
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
中
央
病
院
医
療
情
報
部

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
青
森
電
子
計
算
セ
ン
タ
ー

青
森
市
大
字
三
内
字
丸
山
三
九
三
の
二
七
〇

六

契
約
金
額

二
千
八
百
十
三
万
八
千
三
百
二
十
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
見
積
り
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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